
 

新株予約権発行に関する取締役会決議公告 

 

株主各位 

 平成 24 年 10 月 19 日  

 

（証券コード 7725） 

 神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目１番地 

 株 式 会 社 イ ン タ ー ア ク シ ョ ン 

 代 表 取 締 役 社 長  木 地  英 雄  

 

 

当社は、平成 24 年 10 月 19 日開催の当社取締役会において、会社法 236 条、第 238 条及

び第 240 条の規定に基づき、マッコーリー・バンク・リミテッドに対し下記の内容の新株

予約権を発行することを決議しましたので、会社法第 240 条第２項及び同条第３項の規定

に基づき、公告いたします。 

 

記 

 

 

１．本新株予約権の名称 

 

株式会社インターアクション第８回新株予約権（第三者割当て）（以下「本新株予約権」

という｡） 

 

２．本新株予約権の払込金額の総額  

 

金 2,780,000 円 

 

３．申込期日 

 

平成 24 年 11 月５日 

 

４．割当日及び払込期日 

 

平成 24 年 11 月５日 

 



 

５．募集の方法 

 

第三者割当ての方法により、本新株予約権総数 20,000 個すべてをマッコーリー・バン

ク・リミテッドに割当てる。 

 

６．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 

(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 20,000 株とする（本

新株予約権１個当たりの目的たる株式の数（以下「割当株式数」という｡）は 1株とす

る｡）。但し、下記第(2)号乃至第(4)号により割当株式数が調整される場合には、本新

株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 

 

(2)当社が第 10 項の規定に従って行使価額（以下に定義する｡）の調整を行う場合には、

割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は

切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 10

項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 

 

 調整前割当株式数 × 調整前行使価額 
 

調整後割当株式数 ＝ 
調整後行使価額 

 

(3)調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る第 10 項第(2)号及び第(5)号によ

る行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 



 

 

(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日ま

でに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、

調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、

第 10 項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことが

できない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

 

７．本新株予約権の総数 

 

20,000 個 

 

８．各本新株予約権の払込金額 

 

新株予約権１個当たり金 139 円 

 

９．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法 

 

(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に

割当株式数を乗じた額とする。 

 

(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下

「行使価額」という｡）は、当初 30,300 円とする。但し、行使価額は第 10 項に定める

ところに従い調整されるものとする。 

 

 

10．行使価額の調整 

 

(1)当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普

通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算

式（以下「行使価額調整式」という｡）をもって行使価額を調整する。 

 

新発行・処分 
株式数 × １株当たり 

払込金額 既発行 
株式数 ＋ 

１株当たり時価 
調整後 
行使価額 ＝ 調整前 

行使価額 × 
既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数 

 



 

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期

については、次に定めるところによる。 

 

①下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行

し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含

む｡）（但し、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）の行使、取得

請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる

権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合

併により当社普通株式を交付する場合を除く｡） 

 

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日

とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする｡）以降、又はかかる発行若しくは処

分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日

以降これを適用する。 

 

②株式の分割により普通株式を発行する場合 

 

調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

 

③下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定

めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をも

って当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたも

のを含む｡）を発行又は付与する場合 

 

調整後の行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権

の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出す

るものとし、払込期日（新株予約権の場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合

は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるた

めの基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。 

 

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付

されたものを含む｡）の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額を

もって当社普通株式を交付する場合 

 

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

 



 

⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、且つ、効力の発生が当該基準日

以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本

号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降こ

れを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日まで

に本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、

当社普通株式を追加的に交付する。 

 

 

調整前 

行使価額 

－
調整後 

行使価額
×

調整前行使価額により 

当該期間内に交付された株

式数 
 

株式数 ＝ 

調整後行使価額 

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。  

 

(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が

１円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調

整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調

整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。 

 

(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第 2位まで算出し、小数第 2位を

四捨五入する。 

 

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日（但し、

本項第(2)号⑤の場合は基準日）に先立つ 45 取引日目に始まる 30 連続取引日の株式

会社東京証券取引所が開設する東証マザーズ（その業務を承継する金融商品取引所

を含む。以下「取引所」という。）における当社普通株式の普通取引の終値の平均値

（終値のない日数を除く｡）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第 2

位まで算出し、小数第 2 位を四捨五入する。本発行要項において、「取引日」とは、

取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、取引所において当社普通株式

のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限があった場合には、当該日は「取引日」

にあたらないものとする。 
 

 

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるた

めの基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使

価額を初めて適用する日の 1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、



 

当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)

号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日におい

て当社が有する当社普通株式に割当てられる当社の普通株式数を含まないものとす

る｡ 

 

(5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当

社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。 

 

①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を

必要とするとき。 

 

②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使

価額の調整を必要とするとき。 

 

③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の

行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する

必要があるとき。 

 

(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日まで

に、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前の行使価額、

調整後の行使価額並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、

上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことがで

きない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

 

11．本新株予約権を行使することができる期間 

 

平成 24 年 11 月 6 日から平成 26 年 11 月 5 日までとする。 

 

12．その他の本新株予約権の行使の条件 

 

各本新株予約権の一部行使はできない。 

 

13．本新株予約権の取得 

 

(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約

権の払込期日の翌日以降、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って 20 取引日前に



 

通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当たり 139 円

の価額で、本新株予約権者（当社を除く。）の保有する本新株予約権の全部又は一部を

取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により

行うものとする。本要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約

権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得

たいかなる情報も、適用ある日本の法令において未公開の重要情報又はインサイダー

情報その他の同様な未公開情報を構成しないよう、当社が当該取得について開示をし

ない限り効力を有しないものとする。 

 

 

 (2)当社は、当社が合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）をする場合、株式交

換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となる場合、取引所において当社の普通

株式が上場廃止とされる場合、又は取引所における当社の普通株式の取引が５日以上の期間

にわたって停止された場合は、会社法第 273 条の規定に従って 20 取引日前に通知をしたう

えで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当たり 139 円の価額で、本新株

予約権者（当社を除く｡）の保有する本新株予約権の全部を取得する。本要項の他のいかな

る規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、

かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、適用ある日本の法令において未

公開の重要情報又はインサイダー情報その他の同様な未公開情報を構成しないよう、当社が

当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。 

 

 

(3)本新株予約権の発行後、取引所における当社普通株式の普通取引の終値が 20 取引日

連続して 15,150 円（但し、第 10 項により行使価額が調整される場合には、当該行使

価額の調整に応じて調整されるものとする。）を下回った場合、又は取引所における当

社普通株式の普通取引の連続する 10 取引日の１取引日あたりの平均売買出来高が平成

24 年 10 月 19 日に先立つ 10 連続取引日の 1 取引日あたりの平均売買出来高（但し、

第 6 項第(2)号乃至第(4)号により割当て株式数が調整される場合には、当該割当株式

数の調整に応じて調整されるものとする。）の 50％を下回る出来高となった場合には、

本新株予約権者は、それ以降いつでも、その選択により、当社に対して書面で通知す

ることにより、本新株予約権の全部又は一部の取得を請求することができる。当社は、

当該取得請求にかかる書面が到達した日の翌取引日から起算して 20取引日目の日にお

いて、本新株予約権１個あたり 139 円の価額で、当該取得請求にかかる本新株予約権

の全部を取得する。 

 

 



 

14．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 

 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規

則第 17 条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額と

し、計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加す

る資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

15．本新株予約権の行使請求の方法 

 

(1)本新株予約権を行使する場合、第 11 項記載の本新株予約権を行使することができる

期間中に第19項記載の行使請求受付場所を宛先として、行使請求に必要な事項をFAX、

電子メール又は当社及び当該行使請求を行う本新株予約権者が合意する方法により通

知するものとする。 

 

(2)本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使

に際して出資される財産の価額の全額を、現金にて第 20 項に定める払込取扱場所の当

社が指定する口座に振り込むものとする。 

 

(3)本新株予約権の行使請求の効力は、第 19 項記載の行使請求受付場所に対する行使請

求に必要な全部の事項の通知が行われ、且つ当該本新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。 

 

 

 

16．本新株予約権の譲渡制限 

 

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

 

17．新株予約権証券の不発行 

 

当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。  

 

18．本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

 

本発行要項及び割当予定先との間で締結される予定の第三者割当て契約に定められた

諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基



 

礎として、当社の株価、当社株式の流動性及び株価変動性（ボラティリティ）、当社に付

与されたコール・オプション及び行使指定権、割当予定先の権利行使行動及び割当予定

先の株式保有動向等について一定の前提を置いて評価した結果を参考に、本新株予約権

１個の払込金額を金 139 円とした。さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額は第９項に記載のとおりとし、行使価額は当初、平成 24 年 10 月 19 日の取引所

における当社普通株式の普通取引の終値の 100％相当額とした。 

 

19．行使請求受付場所 

 

株式会社インターアクション 経営管理部 経営管理課 

 

20．払込取扱場所 

 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 横浜支店  

 

21．新株予約権行使による株式の交付 

 

当社は、本新株予約権の行使請求の効力が発生した日の 3 銀行営業日後の日に振替株

式の新規記録又は自己株式の当社名義からの振替によって株式を交付する。 

 

22．その他 

 

(1)上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

(2)本新株予約権の条件は、市場の状況、当社の財務状況、本新株予約権の払込金額その

他を踏まえ、当社が現在獲得できる最善のものであると判断する。 

 

(3)その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。 

 

 

 

以上 


